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◎
三
重
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

新
旧
対
照
表 

○
三
重
県
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
三
重
県
条
例
第
三
十
三
号
） 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

【
※
前
文
】 

食
は
、
我
々
が
日
々
の
生
活
を
送
る
上
で
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
健
康

で
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
食
の
安
全
・
安
心
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

近
年
、
製
造
技
術
の
高
度
化
や
輸
入
食
品
の
増
加
等
に
よ
り
、
我
々
の
食
生

活
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
食
に
対
す
る
県
民
の
関
心
が

高
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

食
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
に
多
く
の
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
が
、

本
県
の
ほ
か
、
各
地
に
お
い
て
食
に
関
す
る
様
々
な
問
題
が
繰
り
返
し
発
生
し

た
こ
と
か
ら
、
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
対
す
る
県
民
の
要
請
は
一
段
と
強

ま
っ
て
き
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
同
様
の
問
題
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

食
の
安
全
・
安
心
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
は
、
本
県
が
取
り
組
む
べ
き
喫
緊
の

課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
取
組
に
当
た
っ
て
は
、
食
品
等
の
監
視
、
適
正
な
表
示

の
実
施
の
確
保
、
食
品
関
連
事
業
者
へ
の
指
導
の
強
化
等
に
よ
る
県
民
の
健
康

の
保
護
並
び
に
地
産
地
消
等
の
推
進
を
通
じ
た
食
品
関
連
事
業
者
と
県
民
と
の

間
の
信
頼
関
係
の
構
築
並
び
に
安
全
で
か
つ
そ
の
安
全
性
を
信
頼
で
き
る
県
産

食
品
の
供
給
及
び
消
費
の
拡
大
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

こ
こ
に
、
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て

そ
の
方
向
性
を
示
し
、
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に

推
進
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

【
※
前
文
】 

食
は
、
我
々
が
日
々
の
生
活
を
送
る
上
で
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
健
康
で

豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
に
は
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・
安
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確
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な
け
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輸
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食
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増
加
等
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よ
り
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我
々
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食
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取
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巻
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環
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大
き
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し
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お
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、
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す
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県
民
の
関
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ま

っ
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い
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と
こ
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あ
る
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食
の
安
全
・
安
心
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確
保
す
る
た
め
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多
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制
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さ
れ
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い
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す
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よ
う
な
状
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い
て
、
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安
全
・
安
心
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確
保
し
て
い
く
こ
と
は
、
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が
取
り
組
む
べ
き
喫
緊
の
課
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あ
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組
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食

品
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、
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護
並
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関
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築
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て
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こ
こ
に
、
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安
全
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二 

 

 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
県
民
が
豊
か
な
食
生
活
を
通
じ
て
健
康
に
暮
ら

し
て
い
く
た
め
に
は
食
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定

め
、
並
び
に
県
及
び
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
並
び
に
県
民
の
役
割
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
策
定
に
係
る
基
本
的
な
方
針
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
に
推
進
し
、
も
っ
て
県
民
の
健
康
の
保
護
並
び
に
食
品
関
連
事
業
者

と
県
民
と
の
間
の
信
頼
関
係
の
構
築
並
び
に
安
全
で
か
つ
そ
の
安
全
性

を
信
頼
で
き
る
食
品
の
供
給
及
び
消
費
の
拡
大
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

（
略
） 

二 

食
品 

全
て
の
飲
食
物
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
）
に
規
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
を
除
く
。
）
を
い

う
。 

三 

（
略
） 

四 

食
品
関
連
事
業
者 

食
品
等
又
は
肥
料
、
農
薬
、
飼
料
、
飼
料
添

加
物
、
動
物
用
の
医
薬
品
そ
の
他
食
品
の
安
全
性
に
影
響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
農
林
漁
業
の
生
産
資
材
の
生
産
、
輸
入
、
加
工
、
調
理

又
は
販
売
そ
の
他
の
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。 

五
・
六 

（
略
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
県
民
が
豊
か
な
食
生
活
を
通
じ
て
健
康
に
暮
ら

し
て
い
く
た
め
に
は
食
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
し
、
基
本
理
念

を
定
め
、
並
び
に
県
及
び
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
並
び
に
県
民
の
役

割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
策
定
に
係
る
基
本
的
な
方
針

を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
県
民
の
健
康
の
保
護
並
び
に
食
品
関
連
事

業
者
と
県
民
と
の
間
の
信
頼
関
係
の
構
築
並
び
に
安
全
で
か
つ
そ
の
安

全
性
を
信
頼
で
き
る
食
品
の
供
給
及
び
消
費
の
拡
大
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

（
略
） 

二 

食
品 

す
べ
て
の
飲
食
物
（
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百

四
十
五
号
）
に
規
定
す
る
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
を
除
く
。
）
を

い
う
。 

三 

（
略
） 

四 

食
品
関
連
事
業
者 

食
品
等
又
は
肥
料
、
農
薬
、
飼
料
、
飼
料
添

加
物
、
動
物
用
の
医
薬
品
そ
の
他
食
品
の
安
全
性
に
影
響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
農
林
漁
業
の
生
産
資
材
の
生
産
、
輸
入
又
は
販
売
そ

の
他
の
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
を
い
う
。 

五
・
六 

（
略
） 



三 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
は
、
県
民
、
食
品
関
連
事
業
者
、
県
等
全
て
の

関
係
者
の
相
互
理
解
、
連
携
及
び
協
働
の
下
に
、
食
品
の
安
全
性
に
対
す
る

県
民
の
信
頼
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

食
品
関
連
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
を

行
う
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
意
識
の
向
上
を
図
り
、

並
び
に
関
係
法
令
の
趣
旨
及
び
内
容
に
関
す
る
知
識
を
習
得
す
る
た
め

の
教
育
及
び
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
業
活
動
の
適
正
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

（
略
） 

  

（
事
業
者
団
体
の
役
割
） 

第
五
条
の
二 

食
品
関
連
事
業
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
団
体
は
、
そ
の
構
成
員

に
対
し
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
協
力
を
行
う
よ
う
に
努
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
も

の
と
す
る
。 

  

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

食
の
安
全
・
安
心
の
確
保
は
、
県
民
、
食
品
関
連
事
業
者
、
県
等
す
べ
て
の

関
係
者
の
相
互
理
解
、
連
携
及
び
協
働
の
下
に
、
食
品
の
安
全
性
に
対
す
る
県

民
の
信
頼
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
食
品
関
連
事
業
者
の
責
務
） 

第
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

【
新
設
】 

    

３
・
４ 

（
略
） 

  

【
新
設
】 

     



四 

 

 

 

（
相
互
理
解
の
増
進
等
） 

第
十
九
条 

県
は
、
県
民
、
食
品
関
連
事
業
者
、
県
等
全
て
の
関
係
者
の

相
互
理
解
を
増
進
し
、
信
頼
関
係
を
構
築
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

意
見
交
換
又
は
相
互
交
流
の
機
会
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
危
害
情
報
等
の
申
出
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

２ 

食
品
関
連
事
業
者
は
、
食
の
安
全
・
安
心
を
損
な
い
、
又
は
損
な
う

お
そ
れ
の
あ
る
食
品
等
に
つ
い
て
の
情
報
を
入
手
し
た
場
合
は
、
必
要

な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
、
県
に
対
し
て
申
出
を
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

県
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
申
出
の
内
容
に
相
当
な
理
由
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
関
係
法
令
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
相
互
理
解
の
増
進
等
） 

第
十
九
条 

県
は
、
県
民
、
食
品
関
連
事
業
者
、
県
等
す
べ
て
の
関
係
者

の
相
互
理
解
を
増
進
し
、
信
頼
関
係
を
構
築
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

意
見
交
換
又
は
相
互
交
流
の
機
会
の
確
保
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
危
害
情
報
等
の
申
出
） 

第
二
十
二
条 

（
略
） 

【
新
設
】 

   

２ 

県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
出
の
内
容
に
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
関
係
法
令
に
基
づ
く
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

 

 


